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はじめよう！
　経理業務のデジタル化DX
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税のミニ通信 検証必須！ 賃上げ促進税制！！
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東北税理士会郡山支部
税理士 物江 利将

「賃上げ促進税制」が強化されました！
令和6年4月１日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。

賃上げ促進税制は、青色申告書を提出する法人や個人事業主において、雇用者の給与等
支給額の増額に応じて税額控除ができるという税制上の優遇措置です。

いろいろ強化されましたが、最大の注目は中小企業向け「５年間の繰越控除」です。

賃上げ促進税制は、令和６年度から令和９年度までの３年間を対象とし、繰り越しが５年間できるので、最大８年
間もの期間に税額控除に可能性があるかもしれません。
この中小企業向けの「５年間の繰越控除」を受けるための用語や要件の説明をしたいのですが、たくさんありす

ぎて記載しきれないためここでは省略させて頂きます。

結局のところ、うちは賃上げ促進税制受けられるの？

経営者：中小企業が賃上げしたら税額控除が受けられるらしいけど、昇給はなかなか難しいよ。
来年はどうなるか分からないしね。

税理士：昇給したら下げにくいですからね、賞与で調整するのはどうですか。
税額控除しきれなくても５年間の繰越控除があるので改正前より効果的に利用できますよ。

経営者：今年社員を増やしたんだけど、賃上げじゃなくても税額控除は受けられるの？
増員の効果がでるのは来年だから、今年は赤字になるかもしれないけどどうかな？

税理士：支給した給与合計で比較するので、去年より社員が増加したなら税額控除を受けられる可能性は高いで
すね。実は社員増加の方が昇給や賞与増加よりも増加率は上がります。赤字でも５年間繰り越せますから、
今後昇給していくとさらに効果的には利用できますよ。

経営者：社員を増やしていく計画なんだけど、税額控除はうまく受けられるかな？
税理士：改正前ですと毎年１人ずつ増やすなどの計画を組まないと受けられない年度があったり、控除上限になっ

てしまって効果的に受けられないこともありましたが、５年間の繰越控除があるので柔軟な計画が立てら
れますよ。

経営者：結局のところ、賃上げ促進税制はどうすると受けられるの？
税理士：中小企業が賃上げ促進税制を効果的に受ける一番の方法は社員の増加です。

社員10名の企業が1名増員すれば単純に10％の増加率になります。
逆に1名退社すれば10％の減少になるので昇給や賞与ではカバーできません。
今回の改正で繰越控除ができるようになり単年度判定から複数年度判定が必要になりました。
社員を増やしたり給与を増やすときは必ず「賃上げ促進税制」の検討をして下さい。
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　10月8日㈫、第13回となるゴルフコンペを郡山ゴルフ倶楽部において開催
し、18名が参加した。あいにくの雨模様でしたが、プレーを通じ会員相互の
親睦を深めた。成績は次の通り。（敬称略）
優　勝 ＝ 高橋 宗彦（㈱高橋建設）
準優勝 ＝ 髙橋 稀乃（㈱福島ファミリー）
第３位 ＝ 星　 忠男（㈲c.f.rエージェント）

会員親睦ゴルフコンペ 開催会員親睦ゴルフコンペ 開催

　9月17日（火）、「新入会員の集い」を郡山ビューホテルアネックスで開催した。
　2年ごとに行っていた事業だが、新型コロナウイルスの影響もあり6年ぶりの開催となった。令和元年から5年度
の入会会員、紹介者及び当会役員48名が出席した。
　赤塚英夫会長、ご来賓の郡山税務署・板垣直人署長よりあいさつをいただ
いた。続いて事務局より、郡山法人会の組織や事業内容等について説明をし、
自社企業の発展のため法人会を大いに活用していただくよう呼びかけた。
　また、その後の会員交流会では、新入会員一人一人に自己紹介、自社PRを
していただいき、和やかに親睦を深めた。
　今年度も、会員増強目標として前年度よりの会員数純増を掲げ、次回の新入会員の集いに多数ご参加いただ
けるよう、役員・会員の皆さまに引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

新入会員の集い開催新入会員の集い開催
優勝した高橋宗彦 氏

新入会員の集い

　間違った常識のひとつに「干支（えと）」がある。
「2025年の干支は？」と問われると、多くの人は「ヘビ」
と答える（はず）。ブー！ なのだ。正解は「乙巳（きのと・
み）」。明日からこう答えよう。
　十干（じっかん）と十二支を組み合わせたのが「干
支」である。十干は「甲乙丙…」と続く10種類。かつて
は学校の成績、いまでも果物などの等級で使われてい
る。なお、乙が「きのと」であり、「おつ」である説明は省
略。十二支はご存じ「子丑寅…」の12種類。この10と
12の最小公倍数は60なので、「乙巳」は60年に1度
やってくる。60年後も忘れずに…。余談だが、一画の

漢字は2つのみ。「一」と「乙」だけ
である。知っていても損はない。
　いろいろな数字が出たついで
に「七福神」はどうだ。インド（大黒
天、毘沙門天、弁財天）と、中国（布袋、寿老人、福禄寿）、
日本（恵比寿）など3か国の神様が集まったもの。
　ある豪商の新築祝いに偉いお坊さんが招かれ、書を
頼まれた。そこで、お坊さんは「ぐるりと家を取り巻く
貧乏神」と書く。眉をひそめる豪商の主人。続けて
「七福神は外に出られず」と書いた。いや、めでたい
めでたい！

貧乏神封じの七福神 フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平
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第40回 法人会全国大会「鹿児島大会」が城山ホテル鹿児島で開催第40回 法人会全国大会「鹿児島大会」が城山ホテル鹿児島で開催
　10月3日㈭、第40回 法人会全国大会「鹿児島大会」が城山ホテル鹿児島
で開催され、全国各地からの約1，700名の会員が集い、当会から赤塚会長
はじめ5名が参加した。
　大会第一部の式典では、令和7年度 税制改正提言の報告、佐世保法人会
青年部会による租税教育活動の報告、大会宣言の採択が行われた。
　第二部の記念講演会はANAホールディングス株式会社、取締役会長 
片野坂 真哉 氏が『新型コロナ禍で大打撃を受けた航空業界 危機下の
経営戦略を語る』と題し講演され、コロナ禍が航空業界にもたらした深刻
な影響について言及し、ANAグループが直面した課題やその対応につい
て話した。また、危機下での経営判断や今後の展望についても語られ、
経営者にとって貴重な機会となった。

会員視察研修会員視察研修
　9月18日㈬に、女性部会は会員視察研修を開催した。
　まずは、日本橋にある貨幣博物館と日本銀行本店を見学した。いずれの
施設も、入館時に金属探知機による検査と携行品のX検査が厳重に行わ
れた。貨幣博物館では、お金の歴史について学び、また、歴代の大判・小判、
歴代の日本銀行券の展示を観覧、千両箱・一億円のレプリカの重さを体感
した。
　次に、今回の視察研修のメインである日本銀行本店の見学。係の方に
より、日本銀行の歴史について説明があり、その後館内の見学へ。本館の
建物の歴史や特徴、歴代総裁の肖像画（写真）などの説明を受けながら進
み、地下にある金庫へと。関東大震災の被災がなく創建当初（明治29年）
のままで、平成16年まで約108年間実際に使用されていた金庫で、扉の
厚さは約90cm、総重量約25トン。積み重ねてある1,000億円のお札（一万
円の模擬券）を見て参加者一同驚きの声をあげた。
　続いて東京タワーを見学し、最後に、浄土宗大本山増上寺の参拝。僧侶
による寺の略史や境内の諸堂宇について説明をしていただいた。徳川
将軍家墓所を拝観し帰路についた。
　残暑厳しい日ではあったが、参加者19名、学びの多い一日となった。

女性部会

鹿児島大会 式典

日本銀行本店 見学

1,000億円レプリカ


